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旧一般ガスみなしガス小売事業者ガス料金算定要領を次のように制定する。

経済産業省資源エネルギー庁長官

旧一般ガスみなしガス小売事業者ガス料金算定要領
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附則

第１章 総則

第１ 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令（平成２８

年経済産業省令第３３号。以下「経過措置省令」という。）第６条第２項、同令附則第２条

第２項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用されるガス事業法施行

規則等の一部を改正する省令（平成２９年経済産業省令第１５号）による改正前のガス事業

法施行規則（昭和４５年通商産業省令第９７号。以下「旧施行規則」という。）第１９条の

３及び第１９条の３の３の規定の適用に当たっては、この要領の定めるところによる。

なお、この要領において、「供給約款」とは、指定旧供給区域等小売供給約款をいう。

第２章 供給約款料金

第２ 経過措置省令に定める様式第５中変更の内容の欄、旧施行規則様式第１４の２中変更の

内容の欄及び旧施行規則様式第１４の２の２中変更の内容の欄に記載する事項は、次のとお

りとする。

１ 新旧の供給約款料金の適用区分並びに基本料金（単位：円）及び従量料金単価（単位

。：円／㎥）

２ 新旧の供給約款料金の平均単価並びに改定率。この場合において、新旧の平均単価、

改定率及び料金収入の算定式は、次のとおりとする。



供給約款料金 新 （届出）供給約款料金原価

の平均単価 原価（原資）算定期間中の供給約款ガス販売量

旧 （届出）供給約款料金の変更前料金収入(※)

原価（原資）算定期間中の供給約款ガス販売量

改定率（ﾊﾟｰｾﾝﾄ） （新）平均単価
× １００ － １００

（旧）平均単価

(※) 料金種別ごとに以下の式により算定された額の合計額とする。

変更前料金収入 原価（原資）算定期間中の
基本料金［変更前］×

延べ調定件数その他の需要想定

原価（原資）算定期間中
＋ 従量料金単価［変更前］×

のガス販売量

附 則

１ この要領は、平成２９年４月１日から施行する。

２ 一般ガス事業ガス料金算定要領（平成１６・１２・１０資庁第６号。以下「旧要領」とい

う。）は、廃止する。

３ この要領の施行前に旧要領の規定により行った手続は、この要領の施行後もなおその効力

を有する。


